
公益社団法人日本理学療法士協会 定款細則 
 
Ⅰ 会員に関する項 

１．定款第５条第１号に規定する正会員は、都道府県理学療法士会に所属するものとする。 
２．正会員は、勤務先の存する都道府県の理学療法士会に所属する。ただし、勤務先をもたない正

会員は居住地の都道府県理学療法士会に所属する。 
３．前項に関わらず、海外に居住する者については海外会員とし、都道府県理学療法士会に在籍す

ることを免ずる。 
４．所属する都道府県理学療法士会の会員資格を失ったときは、この法人（以下、「本会」という。）

の会員たる資格を失う。 
５．正会員は、特別の事情がある場合、本人の申し出により１年を単位として休会することができ

る。なお、休会事由が消滅した際は、速やかに復会しなければならない。 
６．定款第５条第２号の賛助会員は、Ⅱ-３に定める会費を納めなければならない。 
７．名誉会員規程で定める名誉会員は、会費を免除する。また、一定の要件を満たす正会員の会費

等の減免措置については、別に定める。 
 
Ⅱ 会費に関する項 

１．正会員の会費は、年額 10,000 円とする。ただし、資格取得年度の入会に限り、これを 5,000
円とする。 

２．入会金は、5,000 円とする。 
３．賛助会員の会費は、賛助会員規程第３条に定めるとおりとする。 
４．本会の会費は、当年度入会者を除き前年度の３月末日までに納入しなければならない。 

 
Ⅲ 理事及び監事に関する項 
１．理事は、別に定めるところにより、会務をそれぞれ担当し円滑な運営に努める。 
２．会議の種別及びその運営に関する事項は別に定める。 
３．監事は、会議に出席して意見を述べることができる。 
４．監事は、本会の業務運営に精通した者２名、会計制度に精通した者１名とし、前者は正会員か

ら、後者は会員外から選出するものとする。また、後者については会長が推薦し、理事会並び

に総会の承認を得て選出する。 
 
Ⅳ 代議員に関する項 

１．代議員は、定款第５条第２項～第 10 項の各項に基づき、本会の選挙規程により、都道府県理

学療法士会ごとに選出する。 
２．この項における正会員とは、定款第５条１項１号に定める者のうち、定款細則Ⅰ５による申し

出を行っている者、会費徴収規程第７条の制限に該当する者、ならびに懲戒規程第 10 条３号



および４号に該当する者を除くものとする。なお、正会員数は任期満了を迎える前年の 12 月

１日現在とする。 
３．各都道府県理学療法士会の代議員数の算出に当たっては、まず各都道府県理学療法士会に属す

る正会員数を、本会に属する正会員数で除して、当該正会員数に対する都道府県理学療法士会

ごとの正会員数割合を算出する。次にその数値に 300 人を乗ずることにより都道府県理学療

法士会ごとの代議員数（暫定値）を算出する。この暫定値が整数でない場合には小数第１位を

四捨五入して確定する。 
４．前項の場合において四捨五入した数の全都道府県理学療法士会の合計が 300 人を超えた場合

は、代議員数（暫定値）の多い都道府県理学療法士会で、かつ、正会員数が少ない都道府県理

学療法士会から順次１名ずつ減ずることとし、300 人に不足する場合は、代議員数（暫定値）

の少ない都道府県理学療法士会で、かつ、正会員数の多い都道府県理学療法士会から順次１名

ずつ増ずることとする。 
５．代議員は、総会に提出された議題を討議し、決議することができる。 
６．代議員は、都道府県理学療法士会会長を兼ねることができる。 

 
Ⅴ 会務の運営に関する項 

１．本会は、会務を円滑に運営するため、必要な機関を置く。 
２．前項の組織に関する詳細は、別に定める。 

 
Ⅵ 兼任の禁止に関する項 

１．本会の役員及びその他の役職にある者は、原則として、利益相反が想定される場合については、

協会内外を問わず兼任はできない。 
 
Ⅶ 選挙に関する項 

１．役員候補者選出の選挙は、定款第 20 条に基づいて実施する。 
２．選挙を行うため、選挙管理委員会を置く。 
３．その他、選挙に関する手続きについては別に定める。 

 
Ⅷ 都道府県理学療法士会に関する項 

１．本会は、定款第３条の目的を達成するために、都道府県に理学療法士会を置く。 
２．都道府県理学療法士会は、前項の目的を達成するために定款第４条の各項の事業を行う。 
３．本会の効率的運営に資するため、組織運営協議会を開催する。この会議の運営については、別

に定める。 
４．都道府県理学療法士会は、その事務所及び会員所定の必要事項を本会に届け出る。 
５．都道府県理学療法士会は、当該年度の活動及び役員名を本会に報告する。 

 



Ⅸ ブロックに関する項 
１．全国の都道府県理学療法士会を北海道、東北、関東甲信越、東海北陸、近畿、中国、四国及び

九州の８ブロックに区分する。各ブロックに所属する都道府県は下記の通りとする。 
・北海道ブロック ：北海道 
・東北ブロック： 青森県・秋田県・岩手県・宮城県・山形県・福島県 
・関東甲信越ブロック ：茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟

県・山梨県・長野県 
・東海北陸ブロック： 富山県・石川県・福井県・静岡県・岐阜県・愛知県・三重県 
・近畿ブロック： 京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・大阪府・兵庫県 
・中国ブロック： 岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県 
・四国ブロック： 徳島県・高知県・香川県・愛媛県 
・九州ブロック： 福岡県・長崎県・熊本県・大分県・佐賀県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 

２．各ブロックに所属する都道府県理学療法士会会長の中よりブロックの代表たるブロック代表

会長を互選する。 
３．各ブロック代表会長は、会長の許可を得て理事会に出席し意見を述べることができる。 

 
 
附則 
１ この細則は、公益社団法人認可の日より施行する 
２ この細則の改廃は、理事会の決議による。ただし、Ⅱ．会費に関する項１～３については、総会

の決議を要する。 
３ この細則は、一部改正により平成 25 年６月８日より施行する。 
附則 
１ この細則は、文言統一等を改正して平成 28 年３月６日より施行する。 
附則 

１ この細則は、選挙に関する文言修正の改正をして平成29 年１月９日より施行する。 

２ この細則は、会費納入期限を変更して平成29年７月１日より施行する。 

附 則 

１ この細則は、賛助会員の会費を変更して、令和元年６月９日より施行する。 

附 則 

１ この細則は、正会員の会費の年額を変更して、令和２年10月12日より施行し、令和３年度会費

から適用する。 

（附 則） 

１ この細則は、代議員数の算出方法を変更して、令和３年６月６日より改定し、令和３年度代議

員選挙より施行する。 


